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質疑通告者一覧 

 

【議案第 ５７ 号 令和５年度久喜市一般会計補正予算（第７号）について】 

通告第 ２ 号 猪股 和雄 議員 ･･･････････････････････････････････････････ １ 

通告第 ３ 号 川辺 美信 議員 ･･･････････････････････････････････････････ １ 

通告第 ４ 号 石田 利春 議員 ･･･････････････････････････････････････････ ２ 

通告第 ５ 号 渡辺 昌代 議員 ･･･････････････････････････････････････････ ２ 

 

【議案第 ６４ 号 久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する

条例】 

通告第 １ 号 宮崎 亜希 議員 ･･･････････････････････････････････････････ ３ 

 

【議案第 ６５ 号 久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例】 

通告第 ３ 号 川辺 美信 議員 ･･･････････････････････････････････････････ ４ 
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○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 

（１）P16 物価高騰対応低所得世帯重点支援給付金 

  対象世帯数と給付までのスケジュールを伺う。 

（２）P32 学校給食運営事業・学校給食費補助事業  

1～3 月分の給食費無償化とアレルギーにより喫食できない児童生徒の保護者への補助

とあるが、市民であって、市立の小中学校以外に通う児童生徒、特別支援学校に通う児童

生徒の保護者は対象にするべきであるが、いかがか。 

また、それらの児童生徒数は把握しているか。 

 

○ 通告第３号 川辺 美信 議員 

（１）P10～11 11交通事業者事業継続支援事業 

概要には貸切バス事業者に対する補助とあります。そこで次の項目をお伺いします。 

ア 対象事業者数と事業者名、事業者が所有する貸切バスの大型・中型・小型ごとの台数

をお伺いします。 

イ 補助は事業者による申請なのかお伺いします。 

ウ 補助額の積算根拠をお伺いします。 

エ 対象を一般社団法人埼玉県バス協会の会員とした理由をお伺いします。 

（２）P16～17 16物価高騰対応低所得世帯重点支援給付金給付事業 

ア 支給方法についてお伺いします。 

イ 家計急変世帯は対象となるのかお伺いします。 

（３）P20～21 13私立保育所等補助事業 

P30～31 6私立幼稚園補助事業 

概要には物価高騰に伴う保護者負担の増を抑制するためとあります。物価高騰は公立保

育園と幼稚園の給食費も含まれると考えますが、公立保育園と幼稚園を対象としない理由

をお伺いします。 

（４）P24～25 10キャッシュレス決済ポイント還元事業 

概要には物価高騰の影響を受けている市内事業者への支援及び地域活性化を図るための、

PayPayを活用したポイント還元とあります。そこで次の項目をお伺いします。 

ア PayPayポイントを対象とした理由をお伺いします。 

イ 実施期間が 2024年 2月 1日～14日では短いのではないかと考えますが、2週間とし

た理由をお伺いします。 

（５）P32～33 5学校給食運営事業 

概要には保護者負担の軽減のためとあります。保護者負担軽減という趣旨からも、学校

議案第５７号 令和５年度久喜市一般会計補正予算（第７号）について 



2 

給食費の無償化を継続すべきと考えますが、見解をお伺いします。 

 

○ 通告第４号 石田 利春 議員 

（１）P10  交通対策費 交通事業者事業継続支援事業 

  貸切バス事業者事業継続支援金 1,427千円 

ア 予算の積算方法の説明を求めます。 

イ 該当する事業者への支援金は、プッシュ式で周知されるのか。また、実施時期はいつ

頃となるのか伺います。 

ウ 今年の 6月議会において、乗り合いバス・タクシー等への支援策を議決した。今回は

当該事業に含めなかったのか。 

エ この支援金により久喜市内の交通事業者への支援は、すべて満たしたと考えてよいの

か。 

（２）P24 商工業振興費 キャッシュレス決済ポイント還元事業 87,658千円 

 ア 予算の積算方法の説明を求めます。 

 イ 内容は、支払額の 20%還元で、PayPayのポイント付与としている。具体的な説明を求

めます。 

ウ PayPay を利用していない人には付与されない。また、PayPay を扱っていない店舗も

ある。不公平ではないのか。 

エ 「人材派遣業務委託料」の内容の説明を求めます。 

オ 「チラシ作成」は、周知に関するものと理解するが、どのように進めるのか。 

カ 対象期間が、2024年 2月 1日～14日まで。なぜこの期間に設定したのか。また、期

間があまりにも短いのではないか。 

キ 5,000 円以上の買い物をすると 1,000 ポイントが付き、期間内に、同様の買い物を 3

回すれば、最大 3,000ポイントが付くと理解しています。それで間違いないか。 

（３）P8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 

歳出事業別充当先に、交通事業者事業継続支援事業として交通事業者への支援がある。 

物価高の影響により、製造業、建設業、運輸・通信業などの倒産が増えている。それら

の業種への支援策は考えなかったのか伺う。 

 

○ 通告第５号 渡辺 昌代 議員 

（１）P20 私立保育所等補助事業、P30 私立幼稚園補助事業 

今回は私立保育所等の補助ということであるが、対象は何園となるか。公立の保育園・

幼稚園が対象にならない理由を伺う。 

（２）P32 学校給食運営事業 

学校給食費の3か月分無償化は特別支援学校や私立の小中学校に通う子どもたちは対象

にならないのか。 
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○ 通告第１号 宮崎 亜希 議員 

（１）現在、物価が上がっており厳しい状況に置かれている市民が多く、今議会でも「物価高

騰による家計への影響が大きい世帯」への支援給付金給付事業等が補正予算の追加議案と

なったこのタイミングで、特別職の期末手当が上がることは市民の理解を得られるとは思

えない。市の見解を伺う。  

議案第６４号 
久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例等の一部を改正する条例 



4 

 

 

 

 

○ 通告第３号 川辺 美信 議員 

（１）人事院の給与勧告の骨子には、民間給与との較差 0.96％を解消するため、初任給を高

卒で 8％、大卒で 6％引き上げ、期末手当及び勤勉手当を 0.05月分ずつ均等に配分とあり

ます。そこで次の項目をお伺いします。 

ア 一般職給料表の平均改定率を0.65％とした理由をお伺いします。また、国の平均1.1％、

県の平均 0.94％に対してなぜ久喜市が 0.65％なのか、国や県と同じ改定率とするべき

ではないかお伺いします。 

イ 2022年 11月議会で勤勉手当が 0.1ヶ月分引き上げられましたが、勤勉手当の支給の

無い会計年度任用職員は対象外でした。今回の改定では、期末手当及び勤勉手当をそれ

ぞれ 0.05 月分引き上げ（合わせて 0.1 月分）られますが、勤勉手当の無い会計年度任

用職員は期末手当のみ 0.05月分の引き上げでしかありません。これまで期末手当が 0.2

ヶ月分引き下げられてきた観点から、期末手当を 0.1月分引き上げるべきではないかと

考えますがいかがかお伺いします。 

（２）骨子には初任給を高卒 7.8％（12,000円）、大卒程度 5.9％（11,000円）の引き上げと

あります。久喜市は高卒を 12,000円、大卒程度を 10,700円の引き上げとありますが、大

卒程度を 10,700 円とした理由をお伺いします。また、それぞれの引上げ率をお伺いしま

す。 

（３）骨子には給料表の職務給ごとに平均改定率（1 級 5.2％、2 級 2.8％、3 級 1.0％、4 級

0.4％、5級 0.3％、6級以上改定なし）と記されています。久喜市の職務給ごとの改定率

と対象人数をお伺いします。 

（４）職員給与の 2022年 4月 1日のラスパイレス指数と、給与改定後のラスパイレス指数を

お伺いします。 

（５）会計年度任用職員も対象になっています。会計年度任用職員「別表第 1(第 3 条関係)」

に示された職名ごとに改定された給与月額と時給についてお伺いします。 

 

議案第６５号 
久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例 


